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平成２４年５月に発生した突風等による被害に 

対する支援状況等について 

 

 

 平成２４年５月に発生した突風等による被害に対する関係各省庁に

よる支援状況等について、別添のとおり取りまとめましたので公表い

たします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記者発表資料 

 

＜本件問い合わせ先＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（事業推進担当）付 立岩、濱道 

TEL 03-3501-5696（直通） FAX 03-3593-2846 

 

※個別の支援状況に係る問い合わせ先は別紙を参照ください 



 

 

平成２４年５月に発生した突風等による被害に対する支援状況等について 

 

 

平成２４年５月２５日 

内    閣    府 

 

 

今般の突風等による被害に対しては、政府として、以下のとおり、各種支援

を実施しているところです。 

 

１．経済・生活面の支援 

（１）災害救助法に基づく支援 

・茨城県つくば市、常陸大宮市、筑西市及び桜川市並びに栃木県真岡市、

芳賀郡茂木町及び益子町に５月６日から災害救助法が適用され、避難所

の設置を始めとする各種措置への支援を行っています。 

（２）医療保険制度の対応 

・被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度については、保険者の

判断により、一部負担金の減免等を行うことができること等について、

関係団体、自治体等に通知しています。 

（３）介護保険制度の対応 

  ・介護保険制度については、市町村の判断により、利用者負担額・介護保

険料の減免等を行うことができること等について、関係自治体に通知し

ています。 

（４）金融機関に対する金融上の措置の要請 

  ・栃木県及び茨城県内の関係金融機関等に対し、預金の払戻時の柔軟な取

扱い、災害関係の融資に関する措置等、被災者の便宜を考慮した適時的

確な措置を講じるよう要請しています。 

 

２．住まいの確保・再建のための支援 

（１）被災者生活再建支援制度による支援 

・茨城県がつくば市に５月６日から被災者生活再建支援法を適用し、被害

程度に応じて、５月２２日より支援金の支給手続きが開始されています。 

・なお、市町が行う住家の被害認定については、丁寧に内部調査を実施し

て、被災者から現状も聴取するよう、県を通じて指導しています。 

（２）災害復興住宅融資の実施 

・独立行政法人住宅金融支援機構が家屋の復旧に必要な資金を貸し付ける

災害復興住宅融資による支援を実施しています。 

（３）公営住宅等への入居支援 

・被災者の応急の住居として国家公務員宿舎を無償で提供することとして、

茨城県、つくば市等に連絡し、５月１３日からつくば市において、入居

募集が開始されています。 

 

 



 

 

３．中小企業・農林業者・自営業への支援 

（１）特別相談窓口の設置等 

・災害救助法の適用を踏まえて、茨城県及び栃木県において、被災した中

小企業者対策として、特別相談窓口３６箇所の設置、災害復旧貸付の適

用、既往債務の返済条件緩和等、小規模企業共済災害時即日貸付の適用

の措置を講じています。 

・引き続き、被災実態を踏まえた対応を現地とも十分相談しつつ、進めて

まいります。 

（２）農林業者への支援 

・被害農林業者等に対する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等につ

いて、関係金融機関に依頼しています。 

・農業共済の迅速かつ適切な損害評価の実施、共済金の早期支払等につい

て、共済関係団体へ通知しています。 

・被災農林業者を対象として、災害関連融資・農業共済による対策に加え、

①災害関連資金の無利子化、②農業用ハウス等の再建・修繕への助成、

③水稲、イチゴ等の苗の確保への助成、④果樹の改植への助成、⑤ガラ

ス片等が散乱した農地の復旧への助成、⑥森林被害の復旧への助成を実

施することとしました。 

・引き続き、関係県等と連絡を密にし、被害状況を的確に把握するととも

に、被災した農林業者への支援に努めてまいります。 

 

４．公共施設の復旧事業等への支援 

（１）災害廃棄物処理への支援 

・民有地等に散乱している災害廃棄物や倒木等を含めて、市町村が生活環

境保全上必要として処理を行うものについては、処理に要する費用を補

助します。 

（２）公立学校施設災害復旧事業の実施 

・自治体が行う公立学校施設の建物のガラス及び屋根、校庭等の補修に要

する費用を補助します。 

 

５．その他（被災自治体への支援） 

・災害救助法の適用を受けた市町に対して、６月に定例交付すべき普通交

付税の一部を繰り上げて、５月１６日に交付しました。 

 

 

 



別紙 

個別の支援状況等に係る問い合わせ先 

 

１．（１） 厚生労働省社会・援護局総務課災害救助・救援対策室 

      担当者：日野、吉元 

      電 話：０３－５２５３－１１１１（内線 ２８１９） 

      直 通：０３－３５９５－２６１４ 

 

  （２）厚生労働省保険局厚生労働省保険局保険課 

      担当者：田中 

      電 話：０３－５２５３－１１１１（内線 ３２４４） 

      直 通：０３－３５９５－２５５６ 

 

    【後期高齢者医療】 

          厚生労働省保険局高齢者医療課 

      担当者：寺本 

      電 話：０３－５２５３－１１１１（内線 ３２２０） 

      直 通：０３－３５９５－２０９０ 

 

    【国民健康保険】 

     厚生労働省保険局国民健康保険課 

      担当者：高橋 

      電 話：０３－５２５３－１１１１（内線 ３２５４） 

      直 通：０３－３５９５－２５６５ 

 

  （３）厚生労働省老健局介護保険計画課 

      担当者：細川 

      電 話：０３－５２５３－１１１１（内線 ２２６０） 

      直 通：０３－３５９５－２８９０  

 

  （４）金融庁監督局総務課 

      担当者：大野  

      電 話：０３－３５０６－６０００（内線 ２６８８） 

      直 通：０３－３５０６－６９７６ 

 

２．（１）内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当）付 

       担当者：藤澤 

      電 話：０３－５２５３－２１１１（内線 ５１６０６） 

      直 通：０３－３５０１－５１９１ 

 

  （２）国土交通省住宅局総務課民間事業支援調整室 

      担当者：村上 

      電 話：０３－５２５３－８１１１（内線 ３９７１３） 

      直 通：０３－５２５３－８５１８ 

 

  （３）財務省理財局国有財産調整課 

 担当者：石井 

      電 話：０３－３５８１－４１１１（内線 ２７４３） 

      直 通：０３－３５８１－８７９７ 

 

３．（１）中小企業庁経営安定対策室 

      担当者：成瀬、永野（えいの） 

      電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ５２５１） 

      直 通：０３－３５０１－２６９８ 



別紙 

個別の支援状況等に係る問い合わせ先 

 

  （２）農林水産省経営局総務課災害総合対策室 

担当者：真鍋、橋岡 

電 話：０３－３５０２－８１１１（内線 ５１３２） 

      直 通：０３－３５０２－６４４２ 

 

① 農林水産省経営局金融調整課 

      担当者：村井、永尾 

      電 話：０３－３５０２－８１１１（内線 ５２４０） 

      直 通：０３－６７４４－２１６５ 

 

② 農林水産省経営局就農・女性課 

      担当者：澤岡、根岸 

      電 話：０３－３５０２－８１１１（内線 ５２０５） 

      直 通：０３－３５０２－６４４４ 

 

③ 農林水産省生産局穀物課 

      担当者：鈴木、内田 

      電 話：０３－３５０２－８１１１（内線 ４８４６） 

      直 通：０３－３５０２－５９６５ 

 

④ 農林水産省生産局園芸作物課 

      担当者：菱沼、秋葉 

      電 話：０３－３５０２－８１１１（内線 ４８２５） 

      直 通：０３－６７４４－２１１３ 

 

⑤ 農林水産省農村振興局防災課 

      担当者：渡辺、平山 

      電 話：０３－３５０２－８１１１（内線 ５６６３） 

      直 通：０３－６７４４－２２１１ 

 

⑥ 林野庁整備課 

      担当者：今泉、中本 

      電 話：０３－３５０２－８１１１（内線 ６１７８） 

      直 通：０３－３５９１－５８９３ 

 

４．（１）環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

担当者：佐山、小山 

電 話：０３－３５８１－３３５１（内線 ６８４９） 

直 通：０３－５５２１－８３３７ 

 

  （２）文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室 

担当者：佐藤、櫻井  

電 話：０３－５２５３－４１１１（内線 ３０３６） 

直 通：０３－６７３４－３０３６ 

 

５．   総務省自治財政局財政課 

担当者：酒井 

直 通：０３－５２５３－５６１２ 
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